
（講義）サービス提供のプロセス

令和元年度 サービス管理責任者等研修会 基礎研
修

社会福祉法人太陽の家 得能大樹

令和元年度 サービス管理責任者等指導者養成研修会資料を一部改変の上引用



この講義のねらい
サービス提供のプロセスを理解し、利用者中心のサービスが
提供出来るようになる。

（内容）

１．サービス提供のプロセス

ＰＤＣＡサイクルと、その継続によって本人のニーズに適
合した質

の高いサービスが提供されることを理解する。

２．プロセスにおけるサービス内容のチェックについて理解す
る。更

に、個別支援計画とその実施結果等の評価について理解す
る。

３．サービス提供における、管理的側面を適切に理解する。

４．サービスの評価及び事業所の評価等について理解する。
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個別支援計画による支援
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サービス提供のプロセス
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指定特定相談支援事業者（計画作成担当）と障害福祉サービス事業者の関係

資
源
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セ
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ン
ト

二
次
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セ
ス
メ
ン
ト 利

用
契
約
（利
用
開
始
）

サービス管理責任者・児
童発達支援管理責任者
は、必要に応じて相談支
援のアセスメント段階か
ら関わり、事業所として
の見立て等を相談支援
専門員と共有する。
→その後の流れがス
ムーズになる。



連 携

(0)相談支援事業所との連携

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者は、相談支援専
門員がサービス等利用計画案を作成する際、専門的な助言（２次
アセスメント）を依頼される場合もある。利用契約前であっても、
相談支援事業所と連携し、適切なサービス等利用計画案となるよ
う協力する。サービス管理責任者

児童発達支援管理責任者 相談支援専門員

適切な
サービス等（障害児支援）利用計画案



(1)初期面接時の状況把握

１．事業の対象や提供するサービスの内容について情報を提供する

２．一連のサービスの流れについて説明する

３．必要に応じて、関係機関との調整を図る

４．利用にかかる経費を説明する 等

実施方法

１．各事業における利用者の対象像、提供するサービス内容について情報を提供する
２．他の事業やサービスなど選択肢を説明
３．アセスメント→到達目標の設定→評価など一連のサービスの流れについて説明
４．サービス提供は、利用者との合意のもとで作成することや契約の内容に盛り込む

ことを説明
５．必要に応じて他の事業者、市町村など関係機関と連携をとる
６．個人情報の管理については慎重に行う

必要なツー
ル
・初期面接受付表（あるいは調査表・プロフィ－ル表）

専門用語を使わない
平易でわかりやすい言葉を用いる

・相談支援専門員が作成した利用計画及び基本情報



援助者と利用者の信頼関係
（ラポール）の形成の第一歩

○ まず、傾聴する
〇 肯定的にとらえる
○ 不安を和らげる
○ 課題を明らかにする
○ 対応できる課題かどうか

支援プロセスで、紆余曲折することもあ
るので、インテークで安易な励ましは、
過度の依存、利用者の不信を招くことに
留意

○ 安易に問題解決を
請け負ってしまわない

○ 問題解決の主人公は
利用者である

○ 課題があって不安
○ 将来の展望がみえない
○ 課題の解決方法がわか
ら

ない 等

この事業所が、はた
して対応してくれる
の？

初期面接（インテーク）では・・・

児童期は主として保護者との信頼関係を重
視



(2)アセスメント
① 初 期 状 態 の 把 握

・ 身体状況や精神・心理状況など状態像の客観的な把握に努める

・ 分野別に項目を立てて把握する

実施方法

・ 信頼関係の確立を基礎として、面接などを通して把握する
・ アセスメントの意味をよく説明して同意を得る
・ 移動関連、生活関連、コミュニケーション関連など分野別に評価項目を設定する
・ 初期状態は今後の支援のベースラインとなり、中間評価・最終評価の際比較検討
する情報となることから、数量化など、できるだけ客観的な把握に努める

・ 必要に応じて医師、ＰＴ、ＯＴ、ＳＴや心理職などと連携する
・ 初期状態を記録しておく

必要なツー
ル

・初期状態把握票（アセスメントシートＮｏ１）

＊児童期は、専門機関等による心理検査、事業所における発達評価表などの情報



利用者の主訴を十分に傾聴する

専門家に依頼するときは
利用者の了解をとる

アセスメントの過程は情報の収集と分析である。

医師、教員、
心理判定員等の
専門家
からの情報入手

利用者の生活歴、
家族状況、直面し
ている課題、課題
がもたらす不安や
葛藤

利用者と支援
者の相互理解
の場

アセスメントは・・・









初期状態を
把握するた
めのアセスメ
ントシート例





・ 利用者や家族の意向を把握する

・ 訓練や就労状況、置かれている環境などの状況を把握する

・ 利用できる社会資源や関係機関を把握する

実施方法

・ 信頼関係の確立を基礎とし、面接などにより把握する
・ コミュニケーションの障害を有する障害者については、わかりやすい言葉で意
向などを把握する
・ 家族の意向も把握する（家族と本人の意向が一致しているとは限らない）
・ 訓練や就労状況、環境などの状況を把握する
・ 今後利用できる社会資源や関係機関との連携の状況について把握する
・ 利用者の基本的ニーズの状況を記録しておく

必要なツール

・利用者のニーズ把握票（アセスメントシートＮｏ２）

(2)アセスメント
② 基本的ニーズの把握

＊児童期や言葉での意思確認が難しいケースの場合、家族の意向がそのままニーズとして記録されがちなた
め、て

いねいに観察及び聴取した上で、興味・関心ごとを中心にした記録をニーズ把握票に書き込んでいくことが





・ 利用者の初期状態や基本的ニーズの把握から、課題を整理する

・ 課題の整理に当たっては、全体の課題と各分野別の課題を整理する

・ 課題の整理にあたっては、優先順位を設定する

実施方法

・ 利用者の初期状態や基本的ニーズから、支援者の気づきなどを踏まえ、解決す
べき課題を整理する
・ 解決すべき課題を、全体の課題と各分野別の課題に整理する
・ 各分野別の課題については、支援計画を作成するときの優先順位のために重要
度・緊急度などを考慮しておく
・ 課題の整理を記録しておく

必要なツール

・課題の整理表

(2)アセスメント
③ 課 題 の 整 理



№
意向等

ニーズの把握

初期状態の評価

（利用者の状況

・環境の状況）

支援者の気になること

・推測できること

（事例の強み・可能性）

解決すべき課題

課題の整理表
利用者氏名
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